
特定労務管理対象機関指定（C-1 水準）に係る意見聴取について 

 

 

 

 

 

 

１ 趣旨 

  令和６年４月からの医師の働き方改革の施行に向け、医療法第 113 条に  

基づき広島県医療審議会による特定労務管理対象機関指定申請（B水準、連携

B 水準、C-1 水準、C-2 水準）に関する意見聴取を行い、県知事が特定労務管

理対象機関を指定する。 

  C-1 水準については、この医療審議会に先立ち、臨床研修プログラム・専門

研修プログラム等の実施による地域の医療提供体制への影響を確認するため、

広島県医療対策協議会の意見聴取を行う。 

  

２ 協議案件【１件】 

（１）指定区分 

技能向上集中研修機関（Ｃ－１水準） 

臨床研修または専門研修に関わる業務であって、一定期間、集中的に診

療を行うことにより基本的な診療能力を身につけるために、時間外・休

日労働が年間 960 時間を超えざるを得ない医療機関 

 

（２）指定期間 

   令和６年４月１日～令和９年３月 31 日 

（３）指定医療機関 

地方独立行政法人広島市立病院機構 

広島市立北部医療センター安佐市民病院 

（許可病床数 434 床：一般 414 床、精神 20 床） 

 （４）対象医師 

    初期研修医（医科）17 名 

（５）地域医療における医療機関の役割 

   ○地域救命救急センター 

   ○地域医療支援病院 

   ○地域がん診療連携拠点病院 

   ○へき地医療拠点病院 

   ○臨床研修指定病院 

 

 ３ 協議事項 

（１）研修計画（プログラム）は、適正な労務管理が行われ、研修の効率化が

図られているのか。 

（２）時間外・休日労働の想定最大時間数等によって、想定している各研修計

画の定員を満たせるような医師の確保が円滑に進むのか。また、地域の

医療提供体制へ影響はないのか。 

令和５年 11 月１日 

医 療 介 護 基 盤 課 

 

資料３  



別紙 
 

指定要件に基づく意見聴取（C‐１水準） 

 指定要件 根拠法令 申請書類 判断 

１ 都道府県知事により指定された臨床研修プ

ログラムまたは日本専門医機構により認定

された専門研修プログラム/カリキュラム

の研修機関であること。 

新医療法 

第 119 条 

第１項 

・臨床研修プロ

グラム/専門研修

プログラム 

臨床研修指定病院 

（平成 16 年指定） 
○ 

２ 「適正な労務管理」と「研修の効率化」が

行われた上で、36 協定において年間 960

時間を超える時間外・休日労働に関する上

限時間の定めが必要と考えられること。 

新医療法 

第 119 条 

第１項 

・様式第３号 

・医療機関勤務

環境評価センタ

ー評価結果通知

書 

・評価センターの評価結果は、「医師の

労働時間短縮に向けた医療機関内の取

組は十分に行われている」であり、評

価項目の「適正な労務管理」、「研修の

効率化」について適切に取組んでい

る。 

・臨床研修プログラムでは救急部門に

重点を置いており、救急医療体制の確

保や症例経験のため、月に５～６回の

当直業務（宿日直許可なし）に携わる

が労働時間となり、時間外・休日労働

年間 960 時間はやむを得ない。 

○ 

３ C-1 水準を適用することによる地域におけ

る臨床研修医や専攻医の確保及び地域の医

療提供体制に影響がないこと。 

- ・様式第３号 ・臨床研修医は、研修期間中、豊富な

救急症例や高度な医療に携わること

で、知識・技術の向上等を図ることが

できる。一方、当直の翌日には 24時間

の休息時間を設けており、研修医の確

保や地域医療の確保に配慮している。 

R５実績：応募 36 名/定員 10 名 
○ 

・ 

地域の救急医療の砦として、広島市

北部、広島県中山間部、島根県南部

等広域医療圏から多くの患者を受け

入れている。 



 

（令和４年度第２回都道府県医療勤務環境改善担当課長会議厚生労働省資料引用） 
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